
大山町高等学校等通学定期乗車券購入補助金交付要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、大山町高等学校等通学定期乗車券購入補助金（以下「補助金」という。）

の交付について、大山町補助金等交付規則（平成 17年大山町規則第 46 号）に定めるもののほ

か、必要な事項を定めるものとする。

（交付目的）

第２条 本補助金は、定期乗車券により公共交通機関を利用して高等学校等へ通学する生徒の保

護者に対して当該定期乗車券の購入に要する経費を支援し、保護者の経済的負担を軽減するこ

とにより、町内者の町外流出防止及び町外者の移住定住を目的として交付する。

（定義）

第３条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公共交通機関 鉄道及び路線バスをいう。

(2) 定期乗車券 公共交通機関が発行する定期乗車券をいう。

(3) 高等学校等 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に定める学校のうち高等学校に準

ずると認められる学校をいう。

（補助金の対象者）

第４条 本補助金の対象者（以下「補助対象者」という。）は、次に掲げる要件をすべて備えて

いる者とする。

(1) 大山町に住所を有しており、各高等学校等に就学する生徒（以下「生徒」という。）の保

護者（当該生徒と同居している者に限る。以下「保護者」という。）のうち、生徒が就学す

る高等学校等への通学に使用するための定期乗車券を購入した者であること。

(2) 高等学校等への通学に係る他の補助金を受けていない世帯に属する保護者であること。

（補助金の対象期間）

第５条 補助金の対象とする期間は高等学校等に就学する期間のうち３年間を上限とする。

（補助金の対象経費）

第６条 補助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、生徒の居住地から最も

近い公共交通機関の乗車場所から当該生徒が通学する高等学校等に最も近い公共交通機関の

乗降場所までの区間における最も経済的な経路が利用できる定期乗車券の購入に要する経費

とする。この場合において往路及び復路は同一の経路を利用するものとし、２つ以上の種類の

公共交通機関を利用することを妨げないものとする。

２ 前項の規定にかかわらず、通学に支障があると町長が認めたときは、通学に支障がない経路

が利用できる定期乗車券の購入に要する経費を補助対象経費とすることができる。

（補助金額）

第７条 補助金の額は、補助対象経費に２分の１を乗じて得た額（１００円未満の端数があると



きは、これを切り捨てた額）とする。

（補助金の請求）

第８条 補助対象者は補助金の補助を受けようとするときは、大山町高等学校等通学定期乗車券

購入補助金請求書（様式第１号）に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に請求するものとす

る。

(1) 学生証又は在学証明書その他高等学校等に在学することを証する書類

(2) 購入した定期乗車券の写し

(3) 納税確認同意書（様式第２号）

(4) 債権者登録申請書（役場から振込を受けるための口座の登録が無い場合）

(5) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるもの

（補助金の返還等）

第９条 町長は、補助金の交付を受けた者が、虚偽の申請等により不正に補助金を受けたときは、

補助金の全部の返還を命ずることができる。

２ 町長は、補助金の交付を受けた者の生徒が退学等により、生徒で無くなったときは、補助金

の返還を命ずることができる。

（その他）

第 10 条 この要綱の実施については、大山町町税等の滞納に対する行政サービス等の制限措置

に関する条例（平成 25 年大山町条例第 31 号）を適用する。

２ この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は、平成２９年１０月１日から施行する。

（経過措置）

２ 平成２９年９月３０日以前に購入した定期乗車券については、平成２９年１０月１日以降の

乗車に係る経費を補助の対象とし、日割り計算により算出するものとする。



様式第１号(第８条関係)

                                           年  月  日

大山町長       様

          申請者（保護者） 住 所 西伯郡大山町

                   氏 名                 ㊞

                   連絡先（    －     －    ）

大山町高等学校等通学定期乗車券購入補助金請求書

大山町高等学校等通学定期乗車券購入補助金交付要綱の規定により、補助金の交付を受けたい

ので、下記のとおり請求します。

記

補助金請求額 円（補助対象経費×１／２、 １００円未満切り捨て）

定期乗車券

公共交通
機関名

利用区間 有効期限 購入金額

から

まで

  年  月  日から

  年  月  日まで
円

から

まで

  年  月  日から

  年  月  日まで
円

から

まで

  年  月  日から

  年  月  日まで
円

購入金額合計 円

補助対象経費合計 円

生徒の氏名、

学校名及び学年

生徒の氏名                            

学校名                      学年      

添付書類

(1) 学生証又は在学証明書その他高等学校等に在学することを証する書類

(2) 購入した定期乗車券の写し

(3) 納税確認同意書（様式第２号）

(4) 債権者登録申請書（役場から振込を受けるための口座の登録が無い場合）

(5) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるもの

公共交通機関名はＪＲ、バスを記入してください。



様式第２号（第８条関係）

納 税 確 認 同 意 書

私は、大山町高等学校等通学定期乗車券購入補助金請求に当り、私及び私の世帯全員の町税等

の納税状況について町長が確認することについて同意します。

年  月  日

大山町長      様

申請者  住 所                

氏 名               印

電話番号                

委  任  状

私は、私の町税等の滞納状況及び納税に関する一切の権限を申請者である

             に委任いたします。

世帯員氏名 住      所


